
第五　特定猟具使用禁止区域に関する事項

 　１　特定猟具使用禁止区域の指定
　　（１）　方針
　　　　　　近年、特に都市部において、銃猟に伴う危険を防止するための区域の指定の要望が増加し、第９次鳥獣保護事業計画においては計画当初の予定を
　　　　 上回る指定実績となっている。
　　　　　　指定に当たっては、市町等関係者の意見を聞いて、人身に対する危険防止のため効果的な指定となるよう留意する。
　　　　　　また、河川、海岸線、山稜線、道路、その他現地で容易に確認できる区域線により指定するよう努める。
　　　　　　銃猟に伴う危険を予防するための地区については、東海自然歩道や近畿自然歩道及び熊野古道等、多くの人の入り込みが見込まれる歩道、学校の
　　　　 所在する地区、市街地等において、安全を確保する必要のある箇所については、できる限り含まれるよう指定に努める。
　　　　　　なお、本計画期間中に期間満了となる地区については、原則として期間更新を行う。
　　　　　　わな猟に伴う危険を予防するための地区については、学校や通学路の周辺、子供の遊び場となっているような空き地及びその周辺、自然観察路及び
　　　　 野外レクレーション等の目的のため利用する者が多いと認められる場所、その他わな猟による事故発生のおそれの高い箇所については、できる限り含ま
　　　　 れるよう指定に努める。

　　（２）　特定猟具使用禁止区域指定計画

（第２８表）
既指定特定
猟具使用禁
止区域（A） １９年度 ２０ ２１ ２２ ２３ 計（Ｂ） １９年度 ２０ ２１ ２２ ２３ 計（Ｃ）

箇所 106 箇　　所 1 1 0

面積 63,233 変動面積 294  ha 294 0

箇所 箇　　所 0 0

面積 変動面積 0 0

計画期間 計画終了
中の増減 時の鳥獣

１９年度 ２０ ２１ ２２ ２３ 計（D） １９年度 ２０ ２１ ２２ ２３ 計（Ｅ） (減:△)* 保護区**

箇　　所 0 2 1 3 △ 2 104

変動面積 0 597 93 690 △ 396 62,837

箇　　所 0 0 0 0

変動面積 0 0 0 0

（注）　* 箇所数についてはＢ－Ｅ **　 箇所数についてはA＋Ｂ－Ｅ

面積についてはＢ＋Ｃ－Ｄ－Ｅ 面積についてはＡ＋Ｂ＋Ｃ－Ｄ－Ｅ
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区　　　分
本計画期間に指定する特定猟具禁止区域 本計画期間に区域拡大する特定猟具禁止区域

銃猟に伴う危険を防
止 す る た め の 区 域

本計画期間に廃止又は期間満了により消滅する特定猟具禁止区域

わな猟に伴う危険を
防止するための区域

わな猟に伴う危険を
防止するための区域

銃猟に伴う危険を防
止 す る た め の 区 域

区　　　分
本計画期間中に区域縮小する特定猟具禁止区域



　　（３）　特定猟具使用禁止区域指定内訳
（第２９表）

年度 特定猟具使用禁止区域指定所在地 特定猟具使用禁止区域名称（特定猟具名） 指定面積 指定期間 備　　　考

ha
平成１９年度 桑名郡木曽岬町 木曽岬町木曽川中流（銃猟） － － 廃止：鳥獣保護区へ編入

桑名市 桑名市下深谷部（銃猟） － － 廃止：鳥獣保護区へ編入

津市 津市河芸町千里ヶ丘（銃猟） 85 １０年 再指定

津市 津市河芸町南黒田（銃猟） 294 １０年 新設

志摩市 志摩市磯部町坂崎（銃猟） 21 １０年 再指定

志摩市 志摩市浜島町菅田・赤崎（銃猟） 49 　５年 再指定

志摩市 志摩市浜島町迫子（銃猟） 15 　５年 再指定

南牟婁郡紀宝町 紀宝町北桧杖（銃猟） 3 １０年 再指定

計 ６箇所 467

平成２０年度 四日市市 四日市市県（銃猟） 965 １０年 再指定

四日市市 四日市市下野（銃猟） 413 １０年 再指定

桑名市 桑名市東部（銃猟） 550 ２０年 再指定

鈴鹿市 鈴鹿市御座ヶ池（銃猟） 4 １０年 再指定

銃　　猟　　に　　伴　　う　　危　　険　　を　　防　　止　　す　　る　　た　　め　　の　　区　　域
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いなべ市 いなべ市北勢町小原一色（銃猟） 26 １０年 再指定

員弁郡東員町 東員町笹尾城山（銃猟） 303 １０年 再指定

松阪市 松阪市北東部（銃猟） 853 １０年 再指定

多気郡明和町 明和町大淀（銃猟） 190 １０年 再指定

多気郡明和町 明和町明星（銃猟） 30 １０年 再指定

伊勢市 伊勢市御薗町ラブリバーパーク（銃猟） 162 １０年 再指定

計 １０箇所 3,496

平成２１年度 津市 津市久居南部（銃猟） 308 １０年 再指定

松阪市 松阪市（銃猟） 108 ２０年 再指定

松阪市 松阪市桜町（銃猟） 22 ２０年 再指定

多気郡明和町 明和町下御糸（銃猟） 125 １０年 再指定

伊賀市 伊賀市神戸（銃猟） 94 １０年 再指定

計 ５箇所 657

平成２２年度 松阪市 松阪市三渡川（銃猟） 42 １０年 再指定

志摩市 志摩市磯部町神路ダム（銃猟） 39 １０年 再指定

伊賀市 伊賀市阿保桐ヶ丘（銃猟） 217 １０年 再指定
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計 ３箇所 298

平成２３年度 四日市市 四日市市河原田（銃猟） 314 １０年 再指定

亀山市 亀山市中庄（銃猟） 79 １０年 再指定

津市 津市香良洲町香良洲海岸（銃猟） 175 １０年 再指定

津市 津市神戸・大釜池（銃猟） 656 １０年 再指定

玉城町 玉城町北部（銃猟） 123 　５年 再指定

計 ５箇所 1,347

合計 ２９箇所 6,265

年度 特定猟具使用禁止区域指定所在地 特定猟具使用禁止区域名称（特定猟具名） 指定面積 指定期間 備　　　考

ha
平成１９年度

計 ０箇所 0

平成２０年度

計 ０箇所 0

平成２１年度

計 ０箇所 0
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わ　　な　　猟　　に　　伴　　う　　危　　険　　を　　防　　止　　す　　る　　た　　め　　の　　区　　域



平成２２年度

計 ０箇所 0

平成２３年度

計 ０箇所 0

合計 ０箇所 0

 　２　猟区設定のための指導
　　（１）　方針
　　　　　　本県においては、唯一、昭和５９年度に鳥羽市が管理運営する猟区２，８１０ｈａが設定され、平成７年度に再設定されていたが、第９次鳥獣保護事業
　　　　 計画期間中の平成１７年度に期間満了を迎えた。
　　　　　　今後、管理された狩猟による鳥獣の保護繁殖と狩猟の持続の両立を図るために、猟区の設定が行われる場合は、安全狩猟及び適正な管理運営が
　　　　 なされるよう十分な指導を行うとともに、猟区を活用した狩猟初心者の育成について、必要に応じて狩猟団体等とも連携した取組を進める

　　（２）　設定指導の方法
　　　　　　秩序ある管理された狩猟を実現する観点から、設定の許可に当たっては次の点に考慮する。
　　　　　　狩猟免許を受けている者又は狩猟団体からの協力を得ているなど、管理経営に必要な技術と能力を有する場合に設定を認める。
　　　　　　会員制等特定の者が利用するような形態をとらず、本県の狩猟者登録を受けた多数の狩猟者が公平かつ平等に利用できるよう担保されるものである
　　　　 こと。
　　　　　　隣接地で保護され繁殖している鳥獣資源に過度に依存することなく、猟区内での鳥獣の保護繁殖が適正に図られていること。
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第六　特定鳥獣保護管理計画の作成に関する事項

 　１　特定鳥獣保護管理計画の作成
　　　　　　ニホンジカは、明治３４年の狩猟法改正により禁猟が解除され、戦後まで狩猟獣として捕獲され続けた。加えて戦中戦後の混乱期に乱獲が進行し、
　　　　 個体数が更に減少した。このため、昭和２２年に狩猟法施行規則が改正され、メスジカが狩猟鳥獣から除外され、現在に至るまで狩猟においてメスジカ
　　　　 は捕獲できないこととなっている。そこで、ニホンジカの生息密度の非常に高い台高山地、伊勢志摩地区においては、平成１３年度に特定鳥獣保護管
　　　　 理計画（ニホンジカ）を策定し、平成１４年度から１８年度の期間において、両地区での狩猟によるメスジカ捕獲を解禁した。
　　　　　　しかし、台高山地、伊勢志摩地区の生息密度は依然として高く、被害も治まらない状況にある。さらに鈴鹿山地、布引山地においても生息密度が高
　　　　 くなり、生態系や農林業被害が続いている。
　　　　　　以上の状況を勘案して、本計画期間において保護管理区域を見直すとともに、県内全域でメスジカの狩猟による捕獲禁止の解除と捕獲等数を１人
　　　　 １日３頭（オスは１頭）までと緩和し、農林業被害の軽減、自然植生の回復及び集団の健全性の維持を図るとともに地域個体群の長期的安定維持に資
　　　　 するものとする。
　　　　　　なお、野生鳥獣の非定常性を考慮して、モニタリングにより常に現状を把握し、生息密度に応じて計画を見直すこととする。

（第３０表）

地域個体群の長期的安定的維持
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対　象　地　域 備　　考

平成１９年度平成１８年度

計画作成年度 計画作成の目的 対象鳥獣の種類 計画の期間

四日市・伊賀区域ニホンジカ農林業被害の軽減

自然植生の回復

平成２３年度

～ 津・松阪区域

伊勢区域

尾鷲・熊野区域


